
契約登録料の締結及び登録に要した費用（システム登録、契約通知、その他契約時手続

費用）として 15,000 円または入会金のいずれか低い額。

「提供された役務の対価に相当する額」として、受講済みレッスンポイント数に受講契約

締結時の税抜レッスン単価※を乗じた金額に消費税を加算した額。


